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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部およびこの本体部に開閉自在に連結された蓋体部からなる携帯型無線端末におい
て、
　前記本体部に設けられたデータ入力用の第１操作手段と、
　前記本体部に設けられ、前記第１操作手段で入力されるデータを送信する第１送信手段
と、
　前記本体部に設けられ、その本体部の動作用電圧を出力する第１電池と、
　前記蓋体部に設けられたデータ入力用の第２操作手段と、
　前記蓋体部に設けられ、前記第２操作部で入力されるデータを送信する第２送信手段と
、
　前記蓋体部に設けられ、その蓋体部の動作用電圧を出力する第２電池と、
　前記蓋体部が閉じられているときに前記第１電池から前記第２電池への充電路を形成し
、前記蓋体部が開いているときに前記充電路を遮断する充電手段と、
　を備えていることを特徴とする携帯型無線端末。
【請求項２】
　前記第１送信手段は、前記第１操作手段で入力されるデータを特定のＩＤコードと共に
送信し、
　前記第２送信手段は、前記第２操作手段で入力されるデータを前記ＩＤコードと共に送
信する、
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　ことを特徴とする請求項１に記載の携帯型無線端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、レストラン等の飲食店で顧客からオーダーされる商品のデータ入力に使用
される携帯型無線端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ファミリーレストラン等の飲食店における商品メニューの増加や季節商品の増加
等に伴い、顧客からオーダーされる商品のデータを係員が手元で容易かつ迅速に入力して
無線送信できる携帯型無線端末（例えば特許文献１）の使用が増えている。　
　この携帯型無線端末は、ハンディーターミナルとも称され、本体部とその本体部にヒン
ジを介して開閉自在に連結された蓋体部とからなり、蓋体部を開くことで本体部の内側の
操作面が露出し、これら操作面を手指でタッチ操作することにより、顧客からオーダーさ
れた商品のデータを入力することができる。入力されたデータは、厨房に設置されている
受信装置（アクセスポイントともいう）に無線送信される。
【０００３】
　このような携帯型無線端末の例として、商品メニューの増加に対処するべく、図３およ
び図４に示すように、蓋体部にもデータ入力手段を備えたものがある。
【０００４】
　すなわち、１は携帯型無線端末で、本体部２とその本体部２にヒンジ３を介して開閉自
在に連結された蓋体部４とからなる。使用時は、図３に示すように蓋体部４を開くことに
より、本体部２の内側の操作面および蓋体部４の内側の操作面が露出する。非使用時は、
図４に示すように蓋体部４を閉じて、係員のポケットなどに収容することができる。
【０００５】
　本体部２の内側の操作面には、データ入力手段として、タッチパネル式の可変メニュー
キー部５および同じくタッチパネル式のメイン操作キー部６が設けられている。可変メニ
ューキー部５には、複数の商品メニューの名称やアイコンなどが縦横に並んで表示される
。この可変メニューキー部５で表示される商品メニューパターンが複数種用意されており
、これら商品メニューパターンのいずれかをメイン操作キー部６の操作によって切替表示
することができる。
【０００６】
　蓋体部４の内側の操作面には、補助データ入力手段として、複数の商品メニューの名称
やアイコンなどが縦横に並んで記載された固定メニュー形式の操作シート７が設けられて
いる。この操作シート７の裏面側に、図５に示すメンブレンキー１０が設けられている。
メンブレンキー１０は、操作シート７に対する手指の押圧を受けて選択的に作動する多数
の接点を有し、これら接点の信号を入力データとして、本体部２側に延びるフレキシブル
形状の接続片１０ａによって本体部２に供給する。接続片１０ａには、データ伝送用の配
線パターンが収容されるとともに、後述の電源回路２５から供給される動作電圧を取込む
ための配線パターンも収容されている。
【０００７】
　この携帯型無線端末１における制御回路を図６に示している。　
　まず、本体部２に主制御用のＣＰＵ２０が搭載され、そのＣＰＵ２０にタッチパネル８
、ＬＣＤ表示モジュール９、メモリ２１、無線部２２、および電源回路２５が接続されて
いる。
【０００８】
　タッチパネル８およびＬＣＤ表示モジュール９は、上記可変メニューキー部５および上
記メイン操作キー部６を構成するもので、商品メニューや操作キーなどの画像パターンを
ＬＣＤ表示モジュール９で表示し、それをタッチパネル８上に透過表示する。
【０００９】
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　メモリ２１は、制御プログラムおよび入力データの記憶用である。無線部２２は、イン
タフェースＩＦ、送信回路ＴＸ、受信回路ＲＸ、送受信切替器Ｈを有するとともに、内蔵
アンテナ２３を付属して備え、ＣＰＵ２０から供給されるデータを特定のＩＤコードと共
に送信し、かつ外部機器から送信されるデータを受信してＣＰＵ２０に供給する。
【００１０】
　電源回路２５は、電池２４の電圧をタッチパネル８、ＬＣＤ表示モジュール９、メンブ
レンキー１０、ＣＰＵ２０、メモリ２１、および無線部２２のそれぞれ動作用電圧に変換
し、それをタッチパネル８、ＬＣＤ表示モジュール９、メンブレンキー１０、ＣＰＵ２０
、メモリ２１、および無線部２２の個々に供給する。電池２４は、充電回路２６を介して
コネクタ２７に接続されており、コネクタ２７に接続される外部電源（図示以内）により
、必要に応じて充電される。
【００１１】
　蓋体部４には、メンブレンキー１０が設けられている。このメンブレンキー１０の接続
片１０ａが本体部２側に延びてＣＰＵ２０のポートに接続されている。この接続により、
操作シート７の押圧に応じたメンブレンキー１０の接点信号が入力データとしてＣＰＵ１
０に供給される。
【特許文献１】特開２００５―２７６０８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記のような携帯型無線端末１では、蓋体部４が開閉されるのに伴い、メンブレンキー
１０の接続片１０ａが曲げ伸ばしされる。この曲げ伸ばしが頻繁に繰り返されると、接続
片１０ａが折損してしまう可能性がある。接続片１０ａが折損すると、蓋体部４からのデ
ータ入力が不可能となる。
【００１３】
　この発明は、上記の事情を考慮したもので、蓋体部の開閉の繰り返しにかかわらず、本
体部および蓋体部からの常に確実なデータ入力が可能な信頼性にすぐれた携帯型無線端末
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１に係る発明の携帯型無線端末は、本体部およびこの本体部に開閉自在に連結さ
れた蓋体部からなるものであって、上記本体部に設けられたデータ入力用の第１操作手段
と、上記本体部に設けられ、上記第１操作手段で入力されるデータを送信する第１送信手
段と、上記本体部に設けられ、その本体部の動作用電圧を出力する第１電池と、上記蓋体
部に設けられたデータ入力用の第２操作手段と、上記蓋体部に設けられ、上記第２操作部
で入力されるデータを送信する第２送信手段と、上記蓋体部に設けられ、その蓋体部の動
作用電圧を出力する第２電池と、上記蓋体部が閉じられているときに上記第１電池から上
記第２電池への充電路を形成し、上記蓋体部が開いているときに前記充電路を遮断する充
電手段と、を備えている。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明の携帯型無線端末によれば、蓋体部の開閉の繰り返しにかかわらず、本体部お
よび蓋体部からの常に確実なデータ入力が可能な信頼性にすぐれた携帯型無線端末を提供
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、この発明の一実施形態について図面を参照して説明する。なお、図面において、
図３、図４、図５、図６と同一部分には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００１７】
　図１に示すように、本体部２の内側の操作面の最上部に、正側電極４１ｐおよび負側電
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極４１ｎからなる電極部４１が設けられている。また、蓋体部４の内側の操作面の最上部
に、正側電極４２ｐおよび負側電極４２ｎからなる電極部４２が設けられている。蓋体部
４が閉じられると、電極部４１の正側電極４１ｐおよび負側電極４１ｎに対し、電極部４
２の正側電極４２ｐおよび負側電極４２ｎがそれぞれ接触して電気的に導通する。
【００１８】
　制御回路を図２に示している。　
　まず、本体部２において、電池２４が上記電極部４１に接続されている。
【００１９】
　また、蓋体部４にＣＰＵ３０が搭載され、そのＣＰＵ３０にメンブレンキー１０、メモ
リ３１、無線部３２、および二次電池３４が接続されている。
【００２０】
　メンブレンキー１０は、蓋体部４の操作シート７に対する手指の押圧を受けて選択的に
作動する多数の接点を有し、これら接点の信号を入力データとしてＣＰＵ３０に供給する
もので、図５に示した接続片１０ａを要しない構成となっている。
【００２１】
　メモリ３１は、制御プログラムおよび入力データの記憶用である。
【００２２】
　無線部３２は、インタフェースＩＦおよび送信回路ＴＸを有するとともに、内蔵アンテ
ナ３３を付属して備え、ＣＰＵ３０から供給されるデータを特定のＩＤコードと共に送信
する。ここでのＩＤコードは、本体部２側のデータ送信に用いられるＩＤコードとまった
く同じものである。
【００２３】
　二次電池３４は、メンブレンキー１０、ＣＰＵ３０、メモリ３１、および無線部３２に
対しそれぞれ動作用電圧を供給するもので、充電回路３５を介して上記電極部４２に接続
されている。
【００２４】
　このような構成によれば、蓋体部４を開くことで、本体部２の内側の操作面である可変
メニューキー部５およびメイン操作キー部６が露出し、その操作面を手指でタッチ操作す
ることにより、顧客からオーダーされた商品のデータを入力することができる。入力され
たデータは、本体部２の無線部２２により、特定のＩＤコードと共に、厨房の受信装置に
無線送信される。
【００２５】
　蓋体部４の内側の操作シート７も露出しているので、その操作シート７を手指でタッチ
操作することにより、顧客からオーダーされた商品のデータを入力することができる。入
力されたデータは、蓋体部４の無線部３２により、上記特定のＩＤコードと共に、厨房の
受信装置に無線送信される。
【００２６】
　蓋体部４の無線部３２から送信されるデータは、本体部２の無線部２２から送信される
データに付加されるのとまったく同じＩＤコードを伴っているので、受信装置ではあたか
も本体部２の無線部２２から送信されたデータであるとして受信および処理される。
【００２７】
　送信が終わって蓋体部４が閉じられると、本体部２側の電極部４１に対し、蓋体部４側
の電極部４２が接触して電気的に導通する。これにより、本体部２の電池２４から蓋体部
４の充電回路４１にかけての通電路が形成され、その充電回路４１によって二次電池３４
が充電される。この充電により、蓋体部４側のデータ入力およびデータ送信がいつでも可
能となる。
【００２８】
　とくに、本体部２にデータ入力およびデータ送信の機能を持たせ、蓋体部４にも専用の
データ入力およびデータ送信の機能を持たせ、本体部２と蓋体部４との間にメンブレンキ
ー１０の接続片を通さない構成であるから、蓋体部４の開閉の繰り返しにかかわらず、本
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体部２および蓋体部４からの常に確実なデータ入力が可能である。これにより、携帯型無
線端末としての高い信頼性を確保できる。
【００２９】
　なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではなく、要旨を変えない範囲で種々
変形実施可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】一実施形態の本体部の内側および蓋体部の内側の構成を示す図。
【図２】一実施形態の制御回路のブロック図。
【図３】従来端末の本体部の内側および蓋体部の内側の構成を示す図。
【図４】一実施形態および従来端末の蓋体部が閉じた状態を示す図。
【図５】従来端末のメンブレンキーの構成を示す図。
【図６】従来端末の制御回路のブロック図。
【符号の説明】
【００３１】
　１…携帯型無線端末、２…本体部、３…ヒンジ、４…蓋体部、５…可変メニューキー部
、６…メイン操作キー部、７…操作シート、１０…メンブレンキー、２０…ＣＰＵ、２２
…無線部、２４…電池、３０…ＣＰＵ、３２…無線部、３４…二次電池、３５…充電回路
、４１，４２…電極部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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